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１．事業経営法人

（１）法人名 社会福祉法人緑生福祉会

（２）法人所在地 愛知県名古屋市緑区大高町字上蝮池１４番

（３）電話番号  ０５２－６２５－１５３８　

（４）代表者氏名 理事長　原田　巧

（５）設立年月日 平成5年6月7日

当事業所はご契約者に対して居宅介護支援サービスを提供します。事業の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次ぎの通り説明します。

〔目　 次〕

苦情等申立先．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

第三者委員（オンブズマン）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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南生苑居宅介護支援事業所

重要事項説明書
（居宅介護支援契約）

当事業所は介護保険の指定を受けています。

（愛知県指定第2371201209号）
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２．ご利用事業所

（１）事業の種類

当事業所では、次の事業を併設して実施しています。

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

ケアハウス

（２）事業の目的

（４）事業所の名称　 南生苑居宅介護支援事業所

愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町４丁目８番２

（６）電話番号　　  ０５２－６１９－５３１０　

（７）管理者の氏名 阿閉　芳信

３．職員体制

４．職員の勤務体制

５．担当介護支援専門員

６．営業日時及び事業の提供地域

　営業日 　月曜日～金曜日（土曜・日曜・祝日及び12月29日～1月3日は休み）

　営業時間 　午前９時から午後５時

　提供地域
　名古屋市南区、港区、熱田区、瑞穂区、緑区内全域
（区外の方でご希望者はご相談ください）

　介護支援専門員 勤務時間帯（　9:00　～17:20）常勤で勤務 ４週７休

　氏　　名 福 吉 暁 子

当事業者の都合により担当を変更する場合は、事前に了解をいただきます。

　従業者の職種 勤　　務　　体　　制　 週　休

　管理者 勤務時間帯（　9:00　～17:20）常勤で勤務 ４週７休

　管理者 １　 名 1　 名
介護支援専門員

社会福祉士
併設事業と兼務

　介護支援専門員 1　 名 １名以上
介護支援専門員

社会福祉士
専任

・　この事業は、介護保険制度を利用者されるお客様を対象に、様々
な障害を抱えながらも住み慣れたご自宅で自立した日常生活が送れ
ますように支援します。

（３）当事業所の運営方針 ・　お客様の心身の状態やその環境に応じて利用者の意向を尊重し、

総合的かつ効率的に居宅サービスが提供されるように配慮します。

・　お客様の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定のサービス

事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に支援します。

（５）事業所の所在地

職　　　種 常　勤 指定基準 保有資格 その他

平 成 16 年 3 月 31 日 指定 愛知県2371200821号 定員15名

平 成 16 年 4 月 1 日 開設 定員30名

居宅介護支援事業・平成１８年８月１日指定　愛知県2371201209号

平 成 16 年 3 月 31 日 指定 愛知県2371200839号 定員100名
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７．利用料金

８．提供するサービスの内容

②利用者の状態
の把握

自宅を訪問して利用者及び家族と面接し、利用者の能力やすでに利用している
サービス等の環境等の評価を通して、現に抱えている問題点を明らかにし、自立
した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しま
す。

現　金 当事業所が居宅介護計画費を法定代理受領できないことが判明し、利用者に請

求書を送付した時点より2週間以内に現金にて申し受けます。

・交通費については、訪問ごとに現金にて申し受けます。

（１）サービス計画の作成

①利用者への情
報の提供

地域でのサービス事業者のサービス内容や利用料等の情報を、利用者又は家族

に提供して、サービスの選択を求めます。

　提供地域外 200円/回

　※　注１　保険料の滞納等により、保険給付されない方、又は償還払いの方

◎利用料金の現金払い（注１の方）

　　複合型ｻｰﾋﾞｽ事業所連携加算 3,252円

法定代理受領不可の方（※１） 上記、介護度別料金＋加算 全額負担

交通費 　提供地域内の利用者宅への訪問 無　料

　　認知症加算 1,626円

　　独居高齢者加算 1,626円

　　小規模多機能型居宅介護事業所
　　連携加算

3,252円

　　入院時情報連携加算(Ⅱ) 1,084円

　　退院・退所加算 3,252円

　　緊急時等居宅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算 2,168円

14,157円

加算（各々、要件を満たした場合に算定します）

　　初回加算 3,252円

　　入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,168円

区　分 項　目 料　金 利用者負担額

利用料 居宅介護支援費

なし

    要介護１・２ 10,894円

    要介護３・４・５
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９．苦情等申立先
当施設ご利用相談室 加藤善久(併設特養の生活相談員）　

毎日　午前９時～午後５時

担当者まで直接又は電話でご相談ください。

電　話　　（０５２）６１９－５３１０

 ＦＡＸ　　　（０５２）６１９－５３１１

面　接　　当施設内　面接室ほか

（１階喫茶コーナーに設置してあります）

行政機関その他 あいち福祉オンブズマン （０５２）９６３－０３３８

苦情受付機関 南区役所　介護福祉課

愛知県国民健康保険団体連合会　介護保険苦情調査係

（０５２）９７１－４１６５

１０．第三者委員（オンブズマン）
オンブズマンの名称 あいち福祉オンブズマン

所在地　 〒460-0002  名古屋市中区丸の内３－５－３５

電話番号 （０５２）９６３－０３３８

ＦＡＸ （０５２）９６３－０３３８

受付時間

苦情箱

電話

電話 （０５２）８２３－９４１２

電話

火・木（１３：００～１７：００）

その他の行政手
続きの代行

介護保険制度の有効な利用のために必要な行政手続きを代行します。

窓口担当者

ご利用時間

ご利用方法

要介護認定申請
の代行

利用者のご依頼に基づき、市町村の窓口に、要介護認定（新規・変更・更新）の申

請を代行します。

ただし、代行にあたっては、利用者の被保険者証をお預りします

関連機関との連絡
調整

居宅介護サービス事業者、介護保険施設、医療機関等との連絡調整を図ります。

給付管理表の作
成・提出・管理

保険給付にかかわる給付管理業務を行います。

毎月、国民保険団体連合会へ提出し、サービスをチェックします

⑤居宅サービス計
画の確定

原案でのサービスについて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、居

宅サービス計画の内容を利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得ます。

⑥計画実施状況
の把握と連絡調整

毎月１回は、ご自宅を訪問し、継続的に利用者の心身の状態や介護サービスの

実施状況を把握し、必要に応じて居宅介護計画　を変更します。

（２）サービスの内容

情報の提供 居宅介護サービスに関わる様々な情報を提供します。

③居宅サービス計
画の原案作成

解決すべき課題に基づき、地域でのサービス提供体制をも考えて提供サービス
の目標と達成時期、サービス提供上の留意点等を盛り込んだ計画の原案を作成
します。

④サービス担当者
との連絡・調整

原案に位置づけたサービスの担当者との会議（サービス担当者会議）や照会等

により、原案について専門的見地からの意見をもとめます。
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１２．秘密保持

（１） 職員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。

（２）

付　記

２．重要事項説明書は、毎年4月1日に新しいものを作成します。

重要事項説明書について説明を受け同意しました

平成 年 月 日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

② 介護福祉施設への入所申し込みをされた場合は、必ずご連絡下さい。

③ 要介護等有効期間中に、変更申請をされる場合は、必ずご連絡下さい。

④ 訪問予定時間、面接予定時間を守るように極力努力しますが、交通渋滞等の理由により、遅れる
ことがあるかもしれませんので予めご了承下さい。

⑤ 訪問時のお茶やお菓子の接待、また、金品の譲渡はお断りします。

１．記載されている内容は、平成26年4月1日現在のものです。

３．サービス内容や利用料等でその内容の変更により、利用者に影響があると思われる変更について
は、変更の２ヶ月前に当苑掲示板にて公表いたします。

１１．事故発生時の対応

介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合、すみ

やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告する。

職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものとす

る。

１３．当事業所ご利用の際に留意いただく事項

① 事業所との契約期間中に、他の居宅介護支援事業所による居宅サービス計画の作成は出来ませ
ん。
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